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平成28年２月12日 

各  位 

会 社 名 ラクオリア創薬株式会社 

代 表 者 名 代表取締役 谷  直 樹 

（コード番号：４５７９）

問 合 せ 先 常務執行役員 河田 喜一郎 

（TEL．052-446-6100）

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、本年３月30日開催予定の当社第８期定時株主総会に、下記のと

おり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 定款変更の目的 

（１）「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日に施行されたこ

とに伴い、新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が導入されました。つきましては、

当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役

会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への

移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び

監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 

（２）会社法の改正により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されたことに

伴い、今後も取締役として有用な人材の招聘を継続的に行うことを目的として、業務執行取締役

等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため、変更案第30条第２項の

とおり変更するものであります。なお、この変更につきましては、各監査役の同意を得ておりま

す。 

（３）資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議に

より行うことができる旨を定款第39条として新設するとともに、同条の一部と内容が重複する現

行定款第８条を削除するものであります。 

（４）その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。 

 

２． 定款変更の内容 

変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

３． 日程 

定款変更のための株主総会開催日 平成28年３月30日 

定款変更の効力発生日  平成28年３月30日 

 

以 上 
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【別紙】定款変更の内容 

（下線は変更部分です。） 

現 行 定 款 変  更  案 

第１条～第２条 ＜条文省略＞ 

 

第１条～第２条 ＜現行どおり＞ 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を愛知県名古屋市中村区

に置く。 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を愛知県名古屋市に置

く。 

 

（機関） 

第４条 当会社は、株主総会および取締役のほ

か、次の機関を置く。 

 （１）取締役会 

 （２）監査役 

 （３）監査役会 

 （４）会計監査人 

 

（機関） 

第４条 当会社は、株主総会および取締役のほ

か、次の機関を置く。 

 （１）取締役会 

 （２）監査等委員会 

＜削除＞ 

 （３）会計監査人 

 

第５条～第７条 ＜条文省略＞ 

 

第５条～第７条 ＜現行どおり＞ 

 

（自己の株式の取得） 

第８条 当会社は、会社法第165条第２項の規定

により、取締役会の決議によって自己の株

式を取得することができる。 

 

 

＜削除＞ 

 

第９条～第１９条 ＜条文省略＞ 

 

第８条～第１８条 ＜現行どおり＞ 

 

（員数） 

第２０条 当会社の取締役は、７名以内とする。

 

 

＜新設＞ 

 

（員数） 

第１９条 当会社の取締役（監査等委員である取

締役を除く。）は、７名以内とする。

 

２ 当会社の監査等委員である取締役は、

５名以内とする。 

 

（選任方法） 

第２１条 取締役は、株主総会において選任す

る。 

 

 

２ 取締役の選任決議は、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議

決権の過半数をもって行う。 

 

３ 取締役の選任決議は、累積投票によら

ないものとする。 

 

（選任方法） 

第２０条 取締役は、監査等委員である取締役と

それ以外の取締役とを区別して、株主

総会において選任する。 

 

２   ＜現行どおり＞ 

 

 

 

 

３   ＜現行どおり＞ 
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現 行 定 款 変  更  案 

（任期） 

第２２条 取締役の任期は、選任後２年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとす

る。 

（任期） 

第２１条 取締役（監査等委員である取締役を除

く。）の任期は、選任後１年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとす

る。 

 

＜新設＞ 

 

２ 監査等委員である取締役の任期は、選

任後２年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時株主総会の

終結の時までとする。 

 

２ 増員または補欠として選任された取

締役の任期は、在任取締役の任期の満

了する時までとする。 

 

＜削除＞ 

 

＜新設＞ 

 

３ 任期の満了前に退任した監査等委員

である取締役の補欠として選任された

監査等委員である取締役の任期は、退

任した監査等委員である取締役の任期

の満了する時までとする。 

 

＜新設＞ 

 

４ 会社法第329条第３項に基づき選任さ

れた補欠の監査等委員である取締役の

選任決議が効力を有する期間は、選任

後２年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の開

始の時までとする。 

 

第２３条～第２４条 ＜条文省略＞ 

 

第２２条～第２３条 ＜現行どおり＞ 

 

（取締役会の招集通知） 

第２５条 取締役会の招集通知は、会日の３日前

までに各取締役および各監査役に対し

て発する。ただし、緊急の必要がある

ときは、この期間を短縮することがで

きる。 

 

（取締役会の招集通知） 

第２４条 取締役会の招集通知は、会日の３日前

までに各取締役に対して発する。ただ

し、緊急の必要があるときは、この期

間を短縮することができる。 

 

２ 取締役および監査役の全員の同意が

あるときは、招集の手続を経ないで取

締役会を開催することができる。 

 

２ 取締役全員の同意があるときは、招集

の手続を経ないで取締役会を開催する

ことができる。 
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現 行 定 款 変  更  案 

 

＜新設＞ 

 

（重要な業務執行の決定の委任） 

第２５条 取締役会は、会社法第399条の13第６

項の規定により、その決議によって、

取締役会において決定すべき重要な業

務執行（同条第５項各号に掲げる事項

を除く。）の決定の全部または一部を

取締役に委任することができる。 

 

第２６条    ＜条文省略＞ 

 

（取締役会の議事録） 

第２７条 取締役会における議事の経過の要領

およびその結果ならびにその他法令に

定める事項については、これを議事録

に記載または記録し、出席した取締役

および監査役がこれに記名押印または

電子署名する。 

 

第２６条   ＜現行どおり＞ 

 

（取締役会の議事録） 

第２７条 取締役会における議事の経過の要領

およびその結果ならびにその他法令に

定める事項については、これを議事録

に記載または記録し、出席した取締役

がこれに記名押印または電子署名す

る。 

 

第２８条    ＜条文省略＞ 

 

第２８条   ＜現行どおり＞ 

 

（報酬等） 

第２９条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行

の対価として当会社から受ける財産上

の利益は、株主総会の決議によって定

める。 

 

（報酬等） 

第２９条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行

の対価として当会社から受ける財産上

の利益は、監査等委員である取締役と

それ以外の取締役とを区別して、株主

総会の決議によって定める。 

 

（取締役の責任免除） 

第３０条 当会社は、会社法第426条第１項の規

定により、取締役会の決議をもって、

会社法第423条第１項の取締役の責任

を法令の限度において免除することが

できる。 

 

（取締役の責任免除） 

第３０条   ＜現行どおり＞ 

 

２ 当会社は、社外取締役との間に、会社

法第423条第１項の責任について、法令

に定める額を限度とする契約（会社法

第427条第１項の規定に基づく契約を

いう。）を締結することができる。 

２ 当会社は、取締役（業務執行取締役等

であるものを除く。）との間に、会社法

第423条第１項の責任について、法令に

定める額を限度とする契約（会社法第

427条第１項の規定に基づく契約をい

う。）を締結することができる。 
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現 行 定 款 変  更  案 

第５章 監査役および監査役会 

 

＜削除＞ 

 

（員数） 

第３１条 当会社の監査役は、５名以内とする。

 

 

＜削除＞ 

 

（選任方法） 

第３２条 監査役は、株主総会において選任す

る。 

 

 

＜削除＞ 

 

（任期） 

第３３条 監査役の任期は、選任後４年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとす

る。 

 

 

＜削除＞ 

 

２ 任期の満了前に退任した監査役の補

欠として選任された監査役の任期は、

退任した監査役の任期の満了する時ま

でとする。 

 

＜削除＞ 

 

（補欠監査役の選任に係る決議の効力） 

第３４条 補欠監査役の選任に係る決議の効力

は、選任後４年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する定時株主

総会の開始の時までとする。 

 

 

＜削除＞ 

 

（常勤の監査役） 

第３５条 監査役会は、その決議によって常勤の

監査役を選定する。 

 

 

＜削除＞ 

 

（監査役会の招集通知） 

第３６条 監査役会の招集通知は、会日の３日

前までに各監査役に対して発する。た

だし、緊急の必要があるときは、この

期間を短縮することができる。 

 

 

＜削除＞ 

 

２ 監査役全員の同意があるときは、招集

の手続を経ないで監査役会を開催する

ことができる。 

 

＜削除＞ 

 

（監査役会の決議方法） 

第３７条 監査役会の決議は、法令に別段の定め

がある場合を除き、監査役の過半数を

もって行う。 

 

 

＜削除＞ 
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現 行 定 款 変  更  案 

（監査役会の議事録） 

第３８条 監査役会における議事の経過の要領

およびその結果ならびにその他法令に

定める事項については、これを議事録

に記載または記録し、出席した監査役

がこれに記名押印または電子署名す

る。 

 

 

＜削除＞ 

 

（監査役会規則） 

第３９条 監査役会に関する事項は、法令また

は本定款のほか、監査役会において定

める監査役会規則による。 

 

 

＜削除＞ 

 

（報酬等） 

第４０条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行

の対価として当会社から受ける財産上

の利益は、株主総会の決議によって定

める。 

 

 

＜削除＞ 

（監査役の責任免除） 

第４１条 当会社は、会社法第426条第１項の規

定により、取締役会の決議をもって、

会社法第423条第１項の監査役の責任

を法令の限度において免除することが

できる。 

 

 

＜削除＞ 

２ 当会社は、社外監査役との間に、会社

法第423条第１項の責任について、法令

に定める額を限度とする契約（会社法

第427条第１項の規定に基づく契約を

いう。）を締結することができる。 

＜削除＞ 

 

＜新設＞ 

 

 

第５章 監査等委員会 

 

 

＜新設＞ 

 

 

（監査等委員会の招集通知） 

第３１条 監査等委員会の招集通知は、会日の３

日前までに各監査等委員に対して発す

る。ただし、緊急の必要があるときは、

この期間を短縮することができる。 

 

＜新設＞ 

 

 

２ 監査等委員全員の同意があるときは、

招集の手続を経ないで監査等委員会を

開催することができる。 
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現 行 定 款 変  更  案 

 

＜新設＞ 

 

 

（監査等委員会の決議方法） 

第３２条 監査等委員会の決議は、議決に加わる

ことができる監査等委員の過半数が出

席し、出席した監査等委員の過半数を

もって行う。 

 

 

＜新設＞ 

 

 

（監査等委員会の議事録） 

第３３条 監査等委員会における議事の経過の

要領およびその結果ならびにその他法

令に定める事項については、これを議

事録に記載または記録し、出席した監

査等委員がこれに記名押印または電子

署名する。 

 

 

＜新設＞ 

 

 

（監査等委員会規則） 

第３４条 監査等委員会に関する事項は、法令

または本定款のほか、監査等委員会に

おいて定める監査等委員会規則によ

る。 

 

 

第４２条～第４５条 ＜条文省略＞ 

 

 

第３５条～第３８条 ＜現行どおり＞ 

 

 

＜新設＞ 

 

（剰余金の配当等の決定機関） 

第３９条 当会社は、剰余金の配当等会社法第

459条第１項各号に定める事項につい

ては、法令に別段の定めがある場合を

除き、株主総会の決議によらず取締役

会の決議により定めることができる。

 

（剰余金の配当の基準日） 

第４６条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12

月31日とする。 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第４０条   ＜現行どおり＞ 

 

＜新設＞ 

 

   ２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年６

月30日とする。 

 

＜新設＞ ３ 前２項のほか、基準日を定めて剰余金

の配当をすることができる。 

 

２ 前項のほか、基準日を定めて剰余金の

配当をすることができる。 

 

＜削除＞ 
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現 行 定 款 変  更  案 

（中間配当） 

第４７条 当会社は、取締役会の決議によって、

毎年６月30日を基準日として中間配当

をすることができる。 

 

 

＜削除＞ 

第４８条    ＜条文省略＞ 

 

第４１条   ＜現行どおり＞ 

 

 

＜新設＞ 

 

 

附則 

 

 

＜新設＞ 

 

 

（監査役の責任免除に関する経過措置） 

第１条 当会社は、第８期定時株主総会終結前の

行為に関する会社法第423条第１項所定の

監査役の損害賠償責任を、法令の限度にお

いて、取締役会の決議によって免除するこ

とができる。 

  

 

 


